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「2008 年度高校生 1 万人憲法意識調査」集計結果 
Ⅰ 調査の概要 
 
1 調査の目的 

憲法や現代社会への高校生の意識調査によって，高校生が社会や政治，文化，自然など自分たちを取り

巻く環境に対してどのような認識や思いを持っているかを明らかにし，私たち教職員の教育実践上の課題

を明らかにする。 
 
2 調査方法 
 全国の高校生・障害児学校高等部生を対象にして，日高教加盟組織を通して各学校に協力を依頼しまし

た。結果，27 道府県 4 政令市 148 校，12,286 人の高校生・高等部生から回答が寄せられました。なお，

今回初めて障害児学校高等部の生徒も参加しました。内訳は以下のとおりです。 
○課程別 全日制 9,904 人  定時制 1,243 人 障害児学校 39 人 不明 1,100 人 
○学年別 1 年 3,784 人 2 年 3,721 人 3 年 3,849 人 4 年 209 人 不明 723 人 
○性別  男 6,171 人 女 6,095 人 不明 20 人 
 
3 調査時期   

2008 年 11 月 1 日～28 日 
 
4．調査・集計方法 
①各学校では教職員が生徒に協力を依頼し，個々の生徒が放課後あるいは家庭等で回答用紙に記入。 
②集計に関しては，設問間で矛盾すると思われる回答も，原則として記述どおりに入力しました。 
③単数回答の設問で複数回答している場合は，無回答として扱いました。 
④複数回答の設問は，制限にかかわらずすべて入力しました。 
⑤記述の欄はできる限り原文のまま入力しました。方言や分かりにくい表現，冗舌ないい回しなどは，原

文の趣旨を変えないことを原則に，入力者の判断で一部省略・変更したところがあります。 
 
5 アンケート作成にあたって 
 日高教は，1977 年度以来，1982 年度，1987 年度，1992 年度，1996 年度，2000 年度，2004 年度とこ

れまで 7 回の調査を実施してきました。今回のアンケートの作成にあたっては，初回調査にもかかわって

くださった渡辺治氏(一橋大学)からのアドバイスもいただきました。 
 高校生の意識の変化をみるために，過去の調査項目に関しては可能な限り同じものとしました。また，

近年，焦点となっている改憲，ワーキングプア，不安定雇用，授業料未払いなどについての高校生の意識

を探るために新たな項目も設けました。 
 憲法をどの程度読んでいるかについての基本設問 B は，2004 年度から若干変更しました。 
 次に，これまでとできるだけ同じ設問にしたのは，Q1:第 9 条を変えることについて(選択理由の選択肢

は新設)，Q4:自衛隊と第 9 条について(選択理由の選択肢は新設)，Q5:自衛隊の海外派遣について，Q6:徴
兵制について，Q7:三原則について，Q8:第 11 条の基本的人権について，Q9:第 14 条の法の下の平等につ

いて，Q12:第 26 条の教育を受ける権利について，Q14:第 26 条の勤労権について，Q16:社会への満足度

について，Q17:18 歳選挙権について，Q21:今後の社会についてです。 
 また，新設または，大きく変更した設問は，Q2:第 9 条と平和との関係について，Q3:平和的生存権につ

いて，Q10:第 25 条の生存権についての選択肢，Q11:ワーキング･プアについて，Q13:授業料未払いにつ

いて，Q15:不安定雇用について，Q18:国民投票について，Q19:憲法の役割について，Q20:日本国憲法を

変えることについてなどです。
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Ⅱ 調査結果について                  
                          ＜表中の単位がない数字は，原則として%＞ 
１ 高校生の約 95％が，憲法を学んでいる 

 
基本設問 B では，憲法をどの

程度読んだことがあるかをたず

ねました。2004 年以降，選択肢

を変えたため，単純な比較はでき

ませんが，憲法を「読んだことが

ない」が増える傾向がみられ，今

回 20%を超える結果となりまし

た。 
  

基本設問 C は，2004 年から設

けたものであり，憲法を初めて学

んだ時期をたずねています。約

30％が小学校，約 60％が中学校

という傾向は変わっていません。

「学んだことがない」も前回と同

様，4%台で，全体としてほとん

ど変化はないといえます。高校生

の 95.4%がなんらかの形で憲法

を学んでいることを自覚してい

ます。 
  
 

補問では，学んだ機会をたずね

ました。社会科の授業が 85.7％で

圧倒的でした。  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本設問 B:あなたは憲法の条文をどの程度読んだことがありますか。 
 何回も 

読んだ 
一通り 
読んだ 

一部 
読んだ 

読んだこ

とがない 
無回答 

1977 年 2.5 10.5 70.5 16.6  
1982 年 3.4 12.7 70.3 13.6  
1987 年 3.6 14.5 69.8 12.1  
1992 年 3.3 12.8 70.7 13.2  
1996 年 2.2 9.1 69.8 18.8 0.1 
2000 年 4.5 15.1 62.7 17.5 0.1 
 
 

 全文 
読んだ 

いくつか

読んだ 
まったく

読んだこ

とがない 

 

2004 年  2.4 78.2 19.2 0.2 
2008 年  2.3 76.5 21.1 0.1 

基本設問 C：あなたが初めて憲法を学んだのはいつですか。 
 小学校 中学校 高校 学んだこ

とがない 
無回答 

2004 年 29.4 62.9 2.8 4.6  
2008 年 30.6 60.9 3.9 4.1 0.5 

基本設問 C：補問(「小学校」「中学校」「高校」と答えた人に) 
それはどんな機会でしたか。 ※分母 11,718 人 
社会科(公民・地歴)の授業 85.7 10,044 人 
社会科(公民・地歴)以外の授業 3.4 399 人 
特別活動(HR 等) 1.6 189 人 
学校以外 2.2 261 人 
無回答 7.0 825 人 
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憲法9条をどう考えますか（２００８年）

変えない方が

よい, 60 .9変える方がよ

い, 11 .5

わからない,

27.2

無回答, 0 .5

憲法9条をどう考えますか（２００４年）

変えない方が

よい, 43.9

変える方がよ

い, 11.9

わからない,

43.3

無回答, 0 .8

２ 高校生は 9条を生かした平和な社会を求めている 

 
今回の調査で一番の特徴は，Q1「憲法 9 条をどう考

えますか」に対する回答が大きく変化したことです。前

回 2004 年からこの設問を設けました。「変えない方が

よい」は前回の 43.9%から急増して，今回 60.9％にな

り,「変える方がよい」11.5%の 5 倍を超える結果となり

ました。「変える方がよい」は 11%台のまま変化があり

ません。結果として,「わからない」が減った分だけ「変

えない方がよい」が増えたことになります。基

本設問 B・C ではほとんど変化がないことから，

高校生のこの意識の変化は大変大きいといえる

でしょう。 
 

「変えない方がよい」を選択した 7,482 人の

うち，5,476 人(73.2%)が「戦争への道を開くお

それがあるから」をその理由にあげています。

「その他」の記述からも「他国の戦争にまきこ

まれるおそれがあるから」など， 9 条を変える

と戦争につながるという強い警戒感をもってい

ることがうかがえます。 
「変える方がよい」を選択した 1,408 人のう

ち，610 人(43.3%)が「今の憲法では対応できな

い新たな国際的問題が生じているから」，449 人

(31.9%)が「国の自衛権を明記し，自衛隊の存在

を明文化するため」をその理由にあげています。

「その他」の理由で記述回答している 114 人の

うち 48 人が自衛権をもつなどの意見を述べて

います。それとは正反対に 114 人中 19 人が自

衛隊を廃止するために憲法を「変えた方がよい」という意見をのべています。 
 
 
 
 
 
 

Q1：近年，憲法 9 条をめぐって議論が起きてい

ます。あなたは，どう考えますか。 
変えない方がよい 60.9 7,482 人 
変える方がよい 11.5 1,408 人 
わからない 27.2 3,340 人 
無回答 0.5 56 人 

Q1：補問(「変えない方がよい」と答えた人に) 
それはどうしてですか。 ※分母 7,482 人 
憲法 9 条は，世界に誇るものだか

ら 14.0 1,050 人 

憲法 9 条を変えると，戦争への道

を開くおそれがあるから  73.2 5,476 人 

憲法 9 条を変えると，海外で武力

行使するおそれがあるから  6.3 475 人 

その他(記述) 2.6 196 人 
無回答 3.8 285 人 
Q1：補問(「変える方がよい」と答えた人に) 
それはどうしてですか。 ※分母 1,408 人 
国の自衛権を明記し，自衛隊の存在

を明文化するため 31.9 449 人 

今の憲法では対応できない新たな

国際的問題が生じているから 43.3 610 人 

その他(記述) 8.1 114 人 
無回答 16.7 235 人 
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憲法9条は日本の平和のために役立ったと思い ますか

無回答

0.5%
わからない

28.8%

いいえ

5.9%

はい

64.7%

 
高校生が憲法 9 条を生かした社会を求めていること

は，Q2「憲法 9 条は戦後の日本の平和のために役立っ

たと思いますか」に対して 64.7%が「はい」と回答し

ていることからもうかがうことができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q3「戦後，日本人が海外で軍隊によって

一人も殺さず，殺されなかった理由は何だ

と思いますか」(複数回答)に対して，42.2%
が「日本国憲法があるから」と答えていま

す。これは，「日米安全保障条約があるから」

より多い数字です。日本人の命を守ること

に関するこの設問で，自衛隊をあげた生徒

は 9.2％にとどまっています。 
なお，「日本国憲法があるから」と「日米

安全保障条約があるから」の両方を選択し

ている生徒は，1,553 人 12.6％です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2:憲法 9 条は戦後の日本の平和のために役立っ

たと思いますか。 
はい 64.7 7,955 人 
いいえ  5.9 727 人 
わからない 28.8 3,540 人 
無回答 0.5 64 人 

Q3:戦後，日本人が海外で軍隊によって一人も殺さず，殺さ

れなかった理由は何だと思いますか。＜複数選択可＞ 
日本国憲法があるから 42.2 5,187 人 
世界の国々と平和・信頼の関係が築か

れているから 31.0 3,812 人 

平和を求める運動があるから 31.9 3,923 人 
自衛隊があるから 9.2 1,113 人 
日米安全保障条約があるから 37.0 4,551 人 
その他 4.1 509 人 
無回答 4.1 509 人 
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３ 高校生は，自衛隊について判断に迷っている 

 
高校生は，憲法 9 条を生かした平和な社会を

求めつつも，現実に存在している自衛隊をどう

みているのでしょうか。 
Q4 の「現在の自衛隊は，憲法 9 条に違反す

ると思いますか」に対する今回の結果は，調査

史上初めて，「違反しない」が 24.8%で「違反す

る」の 19.3%を上回りました。 
「どちらでもない」33.7％と「わからない」

21.7％をあわせると 55.4%にもなります。全体

として，高校生は自衛隊について判断に迷って

いるといえます。 
 
 
「違反する」と答えた人に理由をたずねまし

た。「『自衛』のための戦力を超えているから」

と「自衛隊が海外に派遣されているから」がど

ちらも 4 割台でした。憲法の条文を判断の理由

にしている人は 3 割にとどまっています。 
また，「違反しない」と答えた人への補問で

は，約 6 割が「自衛隊は，防衛のための組織で

あり，戦力にあたらない」と答えています。 
「違反する」「違反しない」というどちらで

も判断の理由を現在の自衛隊の実態に求めて

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q4:自衛隊は，憲法 9 条に違反すると思いますか。 
 違反 

する 
違反 
しない 

どちら

でもな

い 

わから

ない 
無回答 

1977 年 29.7 18.3 34.9 17.1  
1982 年 32.7 18.2 33.3 15.8  
1987 年 38.1 11.8 32.5 17.6  
1992 年 35.4 14.6 34.8 15.2  
1996 年 24.9 19.1 35.6 20.3  
2000 年 21.7 17.9 39.8 20.4 1.3 
2004 年 25.7 22.8 32.2 18.9 0.4 
2008 年 19.3 24.8 33.7 21.7 0.6 

Q4 補問:(「違反する」と答えた人に)それはどうしてです

か。＜複数選択可＞ ※分母 2,366 人 
憲法 9 条の条文があるから 29.5 697 人 
「自衛」のための戦力を超えている

から 44.4 1,051 人 

自衛隊が海外に派遣されているから 42.1 996 人 
その他 5.0 119 人 
無回答 6.1 145 人 
Q4 補問(「違反しない」と答えた人に)それはどうしてで

すか。＜複数選択可＞ ※分母 3,047 人 
日本にも自衛権があり，自衛隊をも

つことは当然だから 30.2 919 人 

自衛隊は，防衛のための組織であり，

戦力にはあたらないから 59.7 1,819 人 

戦争行為に関わっていないから 23.2 708 人 
その他 2.7 81 人 
無回答 8.5 258 人 
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イラクへ自衛隊が派遣されていますが、どう思いますか

賛成, 23 .8

反対, 37.6

わからない,

38 .1

無回答, 0.6

Q5 では具体的にイラクへの自衛隊の派遣につい

ての賛否をたずねています。「反対」の方が「賛成」

より 13.8 ポイント多い結果でした。しかし，「わか

らない」が 38.1%と最も多いことが気になります。 
前回 2004 年に比べて「反対」，「賛成」ともに，

それぞれ 7 ポイント，0.5 ポイント減少する一方，

「わからない」が 7.9 ポイント増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補問で「賛成」の人 2,922 人に理由をたずねて

いますが，「人道的復興支援」が 78.7%と前回同

様，圧倒的です。 
また,「反対」の理由は, 「国連中心の復興支援

に切り替えるべき」が 35.1%で最も多く，前回最

も多かった「イラクの人々の反感をかっているか

ら」という理由を上回りました。「自衛隊の海外

派兵は憲法違反」が 26.3%で，前回から微増して

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q5:イラクへ自衛隊が派遣されていますが，どう思い

ますか。 
賛成 23.8 2,922 人 
反対 37.6 4,617 人 
わからない 38.1 4,677 人 
無回答 0.6 70 人 

Q5 補問:(「賛成」と答えた人に)それはどうしてですか。

＜複数選択可＞ ※分母 2,922 人 
人道的復興支援だから 78.7 2,300 人 
同盟国アメリカに協力すべきだか

ら 17.3 505 人 

その他 3.5 101 人 
無回答 6.8 199 人 

Q5 補問:(「反対」と答えた人に)それはどうしてですか。

＜複数選択可＞ ※分母 4,617 人 
イラクを悲惨な状況にして,イラ

クの人々の反感をかっているか

ら 
29.8 1,377 人 

国際法に従って国連中心の復興

支援に切り替えるべきだから 35.1 1,619 人 

自衛隊の海外派兵は憲法違反だ

から 26.3 1,213 人 

その他 11.4 526 人 
無回答 10.6 490 人 
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非核三原則を堅持すべきだと思いますか

73.5

76.3

80.7

81.5

86.1

84.1

13.4

8.3

7.7

8

6.4

5.8

13.1

15.4

11.7

10.3

7.2

8.5

0.1

0.3

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1982年

1987年

1992年

1996年

2000年

2008年

思う 思わない わからない 無回答

「徴兵制」につ いて どう思い ますか

4.1

3.5

3.8

3.4

5.9

5.2

6.1

70.6

79.4

81.5

80.2

78.5

82

25.3

17.1

14.7

16.2

15.1

11.7

18.1

0.5

1

0.675.3

0% 50% 100%

1982年

1987年

1992年

1996年

2000年

2004年

2008年

賛成 反対 わからない 無回答

４ 高校生は，一貫して「徴兵制」・「核兵器」には，ノー 

 

Q6 の徴兵制については，1977 年度調査以来，一貫して「反対」が 70～80％台で圧倒的多数を占めて

います。Q7 の「非核三原則」についても「堅持すべきだと思う」が 70～80％台で圧倒的に支持されてい

ます。日高教が 30 年近く続けている調査でこのふたつの項目については，一貫した結果がでています。

特に，他の質問では「わからない」が 20～40％台になる傾向がある中，非核三原則については「わからな

い」が 1 ケタ台の 8.5％であること，憲法を「全く読んだことがない」グループも「わからない」が 10%
台であることが特徴です。 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q6:「徴兵制」についてどう思いますか。 
 賛成 反対 わ か ら

ない 
無回答 

1982 年 4.1 70.6 25.3  
1987 年 3.5 79.4 17.1  
1992 年 3.8 81.5 14.7  
1996 年 3.4 80.2 16.2  
2000 年 5.9 78.5 15.1 0.5 
2004 年 5.2 82.0 11.7 1.0 
2008 年 6.1 75.3 18.1 0.6 

Q7:非核三原則を堅持すべきだと思いますか。 
 
 思う 思 わ な

い 
わ か ら

ない 
無回答 

1982 年 73.5 13.4 13.1  
1987 年 76.3 8.3 15.4  
1992 年 80.7 7.7 11.7  
1996 年 81.5 8.0 10.3 0.1 
2000 年 86.1 6.4 7.2 0.3 
2008 年 84.1 5.8 8.5 1.6 
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５ 高校生は，基本的人権が「尊重されていない」と感じている 

 

 Q8 では第 11 条の基本的人権につい

てたずねました。「保障されている」と

答えた生徒は，1980 年代にいったん

10%を超えたものの，調査以来ずっと 2
割に達していません。また，1992 年か

ら選択肢が若干変わっていますが，「さ

れていない部分もある」と「全く尊重さ

れていない」を合わせた割合が 6 割～8
割で推移しています。 

 
 
 
 
 
 
 
補問では，どんなところで尊重されていないかをたずねまし

た。「生活する環境」が 58.1%と最も多いですが，その内容を

検討する必要があります。また，「学校」が 35.8%という結果

も重く受け止める必要があります。 
全体として，多くの高校生が基本的人権についてじゅうぶん

に保障されていないと感じているといえます。 
 
 
  

 
 
Q9 では，第 14 条の法の下の平等に関し

て「差別」についてたずねました。「まだい

ろいろな差別がたくさん残っている」の結

果は大きく変動しています。今回，「まだま

だひどく残っている」は， 15.1％と過去の

結果と比べて激減していますが，「まだいく

らか残っている」が 63.2%に激増していま

す。このふたつをあわせると 8 割近くにな

ります。多くの高校生が何らかの差別が残

っていると考えていることがわかります。 
 
 
 
 
 
 
 

Q8:現実に基本的人権が尊重されていると思いますか。 
 尊重され

ている 
あまり尊重さ

れていない 
まったく尊重

されていない 
わから

ない 
1977 年 8.8 66.9 13.1 11.2 
1982 年 13.4 62.1 9.4 15.1 
1987 年 11.7 57.9 9.0 21.4 
 尊重され

ている 
されていない

部分がある 
まったく尊重

されていない 
わから

ない 
1992 年 6.6 73.5 5.9 14.0 
1996 年 3.4 76.3 7.8 12.0 
2000 年 3.9 71.2 9.4 15.2 
2004 年 18.2 51.8 4.9 24.4 
2008 年 15.6 59.5 4.9 19.5 

Q8 補問:（「されていない部分がある」「ま

ったく尊重されていない」と答えた人に）

それは，どんなところで思いましたか。 
＜複数選択可＞ ※分母 7,908 人 
学校 35.8 2,828 人 
職場 40.5 3,199 人 
生活する環境 58.1 4,595 人 
外国人への対応 41.4 3,277 人 
その他 5.5 433 人 
無回答 3.4 269 人 

Q9：今の日本において差別が残っていると思いますか。 
 まだいろい

ろな差別が

たくさん残

っている 

若干の差

別は残っ

ている 

差別はも

うほとん

ど残って

いない 

わ か

ら な

い 

無

回

答 

1977 年 47.3 42.1 5.0 5.6  
1982 年 36.2 50.6 6.1 7.1  
1987 年 30.7 50.8 7.7 10.8  
1992 年 58.5 31.1 3.6 6.8  
1996 年 70.0 20.9 2.6 6.3  
2000 年 59.4 29.6 2.3 8.3  

 まだまだひ

どく残って

いる 

まだいく

らか残っ

ている 

もうほと

んど見ら

れない 

わ か

ら な

い 

 

2008 年 15.1 63.2 10.4 10.9 0.5 
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補問では，どのような差別が残っているかを問いました。「身

体・容姿」，「人種・国籍」が 5 割をこえ，「学力・学歴」，「社会

的地位」，「男女」も 4 割をこえています。 
以前に比べ数値が大きく下がったのは次の項目です。「人種・

国籍」が 60～70％台から今回 50%台に，「生まれ」が 30～40％
台から 10%台に,「学力・学歴」が 70%台から 40%台になってい

ます。 
貧困と格差が拡大する中にあって，「経済」をあげた生徒が

22.2%しかないことなどについて，今後の議論と分析が待たれる

ところです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

６ 高校生の 6割が将来の生活に不安がある 

 
 第 25 条の生存権に関しては，「健康で文化的な生

活」をする上で将来への不安があるかどうかをたず

ねました。21.1％が「ない」と回答していますが，「や

やある」が 46.6%，「大いにある」が 16.7%で，あわ

せると 6 割以上が将来の生活に不安をもっているこ

とが分かりました。 
  
 
補問では，「卒業後の進路」に対して 55.6％の生徒が

何らかの不安を感じていると答えています。その次

に多いのが「環境問題」でした。「戦争」が 24.0%で

あることが気になります。環境への戦争や軍備がも

たらす影響などをともに考えていく必要があります。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Q9 補問：(「まだまだひどく残ってい

る」「まだいくらか残っている」と答

えた 9,616 人に)どのような差別が残

っていると思いますか。 
＜複数選択可＞ ※分母 9,616 人 
人種・国籍 52.1 5,006 人 
思想・信条 17.2 1,655 人 
男女 41.3 3,976 人 
社会的地位 43.5 4,184 人 
生まれたところ 18.3 1,762 人 
身体・容姿 57.5 5,530 人 
学力・学歴 45.7 4,397 人 
経済 22.2 2,137 人 
その他 2.3 218 人 
無回答 3.8 366 人 

Q10 補問(「やや不安がある」「大いに不安がある」

と答えた人に)何に対して不安を感じていますか。

＜複数選択可＞ ※分母 7,780 人 
経済力 20.2 1,571 人 
環境問題 41.6 3,239 人 
自分の健康 20.8 1,618 人 
家族の健康 21.9 1,701 人 
卒業後の進路 55.6 4,327 人 
戦争 24.0 1,865 人 
その他 9.2 712 人 
無回答 5.3 413 人 

Q10:健康で文化的な最低限度の生活をする上で将

来に不安がありますか。 
不安はない 21.1 2,590 人 
やや不安がある 46.6 5,725 人 
大いに不安がある 16.7 2,055 人 
わからない 15.0 1,840 人 
無回答 0.6 76 人 
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「ワーキングプア」の意味・内容を知っていますか

知っている,

38.3

知らない, 59 .9

無回答, 1 .8

Q11 では，今回初めて，ワーキングプアについて

たずねました。第 25 条は，すべての国民に生涯にわ

たって「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し

ています。ワーキングプアは，第 27 条の勤労権とも

密接な関係がありますが，第 25 条の生存権に関連付

けてたずねることにしました。 
調査結果は，「知っている」が約 4 割，「知らない」

が約 6 割でした。単にワーキングプアという言葉を

知っているというだけでなく，「意味・内容を知っ

ていますか」とたずねた結果です。 
「知っている」は，1 年で 29.5％，2 年で 36.6％，

3 年で 48.0％であり, 学年を追うごとに社会への関

心が高まっている傾向がうかがえます。今回の調査

では，学年で優位差があった回答は，この「ワーキ

ングプア」に対する回答と 18 歳選挙権・国民投票

に関するものです。 
 
 
 
 
補問では，「知っている」と回答した人に，ワーキ

ングプアの現状をどう思うか，たずねました。 
「本人の自己責任」と考える生徒は，13.3％にと

どまっています。「ワーキングプア」を知らないと答

えた生徒についても補問をもうけてさらに深くたず

ねていく必要がありますが，今回は実施できません

でした。 
 ちなみに，補問の「ふつうに働けば人間らしい生

活ができるような収入を保障すべき」が働くことが

できる人を，「誰でも『健康で文化的な最低限度の生

活』のできる社会にすべき」が働くことができない

人も含めてすべての人を想定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q11『ワーキングプア』の意味・内容を知っていま

すか。 
知っている 38.3 4,701 人 
知らない 59.9 7,360 人 
無回答 1.8 225 人 

Q11 補問: （「知っている人」と回答した人のみ）

ワーキングプアと呼ばれる人がいる現状をどう思

いますか。 ※分母 4,701 人 
誰でも「健康で文化的な最

低限度の生活」のできる社

会にすべき 
23.7 1,116 人 

ふつうに働けば人間らしい

生活ができるような収入を

保障すべき 
56.7 2,667 人 

本人の自己責任である 13.3 625 人 
その他 1.9 89 人 
無回答 4.3 204 人 
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入学金や授業料が払えなくて高校に入学できなかったり、退学してしまっ

たりする高校生が増えていることについて、どう考えますか

教育は無償に,

45.3

しかたない, 23.3

わからない, 22 .2

その他, 8.1

無回答, 1

７ 半数近くの高校生が教育を無償にすべきだと考えている 
 

教育を受ける権利について「保障され

ている」は，2004 年から急増し，その

傾向が今回も続き，59.5％となっていま

す。Q8 の基本的人権，Q9 の法の下の

平等，Q14 の働く権利などについて権

利が保障されていると回答した割合が

いずれも 10%台であることに比べると

59.5%は突出しています。2004 年から

数字が大きく動いていますが，これは，

設問から「すべての人に」という言葉を

削除したことなどが影響していると考

えられます。 
2008 年度は，入学金・授業料などを

めぐる問題が続出しました。「あまり保

障されていない」が 5.4 ポイント増えて

います。 
 
補問では，保障されていない理由をた

ずねました。64.0％が「体罰・校則・い

じめ」をあげ，その次に約半数が「学費」

をあげています。 
 
 

Q13 は，今回，初めての設問です。 
半分近くの 45.3％の高校生が「教育

を無償にすべき」だと考えています。ま

た,「その他」の記述意見の中にも「も

っと授業料を安くする」「高校まで義務

教育にする」「国が補助金をだすべき」

「奨学金制度を充実させるべき」などの

記述が多くみられます。 
学費が世界一高い日本の現状や，国際

人権 A 規約第 13 条 2 項(ｂ)(ｃ)に基づ

いて授業料無償の動きが国際的に広が

っていることなどを生徒に知らせるなど，教育

を受ける権利について具体的に考えていくこ

とが課題として浮かび上がっています。 
 
 
 
 
 
 

Q12：教育を受ける権利が保障されていると思いますか。 
（2004 年以降は，「すべての人に」を設問から削除） 
 保障されて

いる 
あまり保障

されていな

い 

保障されて

いない 
わからない 

1977 年 21.1 44.2 18.6 16.1 
1982 年 29.5 38.7 13.8 18.0 
1987 年 31.1 33.0 10.8 25.1 
1992 年 27.2 38.5 9.6 24.7 
1996 年 28.2 35.7 8.8 26.7 
2000 年 34.5 30.1 11.8 23.0 
2004 年 60.3 17.9 3.7 17.2 
2008 年 59.5 23.3 2.8 13.4 

Q12 補問：(「あまり保障されていない」「保障されていない」

と答えた人に) その理由を次の中から選んでください。 
＜複数選択可＞ ※分母 3,208 人 
入学試験 17.7 569 人 
学費 49.7 1,594 人 
通学距離(手段) 12.1 388 人 
学科の教育内容 16.6 532 人 
体罰・校則・いじめ等 64.0 2,053 人 
その他 4.2 136 人 
無回答 6.4 204 人 

Q13 入学金や授業料が払えなくて高校に入学できなかったり，

退学してしまったりする高校生が増えていることについて，ど

う考えますか。 
教育は無償にして，そのような高校生をな

くすべき 45.3 5,567人 

しかたないことである 23.3 2,867人 
わからない 22.2 2,730人 
その他 8.1 996 人 
無回答 1.0 126 人 



 12 

働く機会が保障されている と思いますか

7.7

23.3

40.3

42.2

36.1

12.7

14.9

20.7

16.415.8 500 16.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000年

2004年

2008年

保障されている あまり保障されていない 保障されていない わからない

８ 高校生は，働く権利が保障されていないと感じ取っている 
 
2008 年末から 2009 年初めにかけていわゆる

「年越し派遣村」や「就職内定取り消し」など

の報道が相次ぎました。この調査はその時期よ

り前に実施していますが，高校生は，働く機会

の悪化について感じ取っていることがうかがえ

ます。働く機会について「保障されている」が

2004 年には増加していますが，今回 15.8%に減

少し，逆に「あまり保障されていない」「保障さ

れていない」がそれぞれ 7.9 ポイント，3.9 ポイ

ント増えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
補問では，「どこに問題があるか」をたずねて

います。74.5%の生徒が「経済的な景気の問題」

だととらえています。それに比べて，国や企業の

責任・役割を指摘する意見は 3 割にとどまってい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
また，Q15 では近年問題となっている「不安定

雇用」についてたずねています。企業の側の論理

である「自由競争なのだから現在のままでいい」

と回答したのは 19.9％にとどまり，半数近くの

48.4%が「不安定な雇用をなくすべき」と回答し

ています。「わからない」も 27.2%とかなりの割

合になっています。 
 

 

 

 

 

Q14：働く機会が保障されていると思いますか。 
 保 障 さ

れ て い

る 

あ ま り

保 障 さ

れ て い

ない 

保 障 さ

れ て い

ない 

わ か ら

ない 

2000 年 7.7 40.3 36.1 14.9 
2004 年 23.3 42.2 12.7 20.7 
2008 年 15.8 50.1 16.6 16.4 

Q14 補問：(「あまり保障されていない」「保障されて

いない」人に)それは，どこに問題があるからだと思い

ますか。(複数選択可) ※分母 8,198 人 
国の制度上の問題 24.4 2,004 人 
企業の果たす責任の問題 30.0 2,458 人 
経済的な景気の問題 74.5 6,106 人 
本人の能力，意欲がないこと 29.5 2,418 人 
その他 2.3 189 人 
無回答 5.6 459 人 

Q15 不安定雇用をどうするべきだと思いますか 
不安定な雇用をなくすべき 48.4 5,946 人 
自由競争なのだから現在の 
ままでいい 19.9 2,451 人 

わからない 27.2 3,343 人 
その他 3.3 400 人 
無回答 1.2 146 人 
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９ 高校生は，政治への参加を模索している 

 

Q16 では今の日本の社会に満足しているかどうかをた

ずねました。「満足している」は 14.6％に過ぎず，「あま

り満足していない」と「満足していない」をあわせると 7
割に達します。 

この結果を Q17 の「18 歳選挙権」，Q18 の「国民投票

への参加」との関係で考えていく必要があります。 
18 歳選挙権については，初回からほぼ同様の設問です。

少しずつですが「賛成」が増え，「反

対」が減る，つまり政治への参加意

識が高まる傾向にありましたが，今

回はその傾向とは逆の結果となって

います。特に「反対」が前回 2004
年には 21.4%まで下がっているにも

かかわらず，今回は前回より 8 ポイ

ント近く増えていることが気になる

ところです。 
 
Q18 は，新しい設問です。18 歳以

上が国民投票への参加についてたず

ねました。「賛成」が 30.7%で，「反

対」23.9％を上回りました。また，

「18 歳選挙権」の「賛成」20.4%よ

り約 10 ポイント多い結果です。高

校生は，選挙権に比べ，国民投票には前向きである

ことがうかがえます。 
 通常，学年がすすむと選挙や国民投票への参加意

識が高まると考えられますが，今回の結果は必ずし

もそうなっていません。むしろ，18 歳選挙権も国

民投票法でも学年別にみると，「賛成」はそれほど

変化ありませんが，「反対」は学年がすすむにつれ

て増え，特に 3 年でどちらも急増しています。どの

ように考えればよいでしょうか。 
 
 Q16 から 18 までの結果みると，7 割を超える高

校生が現在の社会に満足していないものの，どうす

れば満足する社会に変えることができるのかを模

索しているように思われます。このことは，主権者

教育を進めるうえで大きな課題を提起しており，今

後，分析・検討していく必要があります。 
 
 

Q16 今の日本の社会に満足していますか。 
満足している 14.6  1,790 人 
あまり満足していない 46.5  5,715 人 
満足していない 23.5 2,885 人 
わからない 14.5  1,780 人 
無回答 0.9 116 人 

Q17：選挙権を 18 歳まで引き下げることについてどう考えますか。 
 賛成 反対 どちらとも

いえない 
わからない 

1977 年 18.5 43.4 29.6 8.5 
1982 年 17.7 40.6 32.1 9.6 
1987 年 16.8 32.2 37.5 13.5 
1992 年 21.0 30.4 37.4 11.2 
1996 年 20.4 26.1 41.2 11.6 
2000 年 22.8 22.2 39.6 13.9 
2004 年 22.7 21.4 39.1 14.4 
2008 年 20.4 29.6 36.4 12.3 

１年 20.2 27.0 36.3 14.8 
２年 20.8 27.5 38.6 12.1 

学

年

別 ３年 20.7 33.1 34.9 10.3 

Q18:18 歳以上が国民投票することについて，あなた

はどう思いますか。 
賛成  30.7 3,767 人 
反対 23.9 2,938 人 
どちらともいえない   30.7 3,772 人 
わからない 12.8 1,578 人 
無回答   1.9 231 人 

Q18:18 歳以上が国民投票することについて 
（学年別集計） 

 賛成 反対 どちらとも 
いえない 

わから

ない 
１年 30.4 21.4 30.2 15.5 
２年 31.0 22.4 32.1 12.8 

 
学

年

別 
３年 31.0 27.0 30.0 10.3 
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日本国憲法を変えることについてどう思いますか

賛成, 15.9

どちらともいえ

ない , 36 .5

わからない,

18 .7

無回答, 2 .2

反対, 26 .7

10 高校生は，平和主義の憲法を変えない方がよいと考えている 

  

 日本国憲法は，国民主権，基本的人権，平

和主義を 3 大原則としています。Q19 では，

それに近いニュアンスで選択肢をもうけて，

日本国憲法が果たしてきた戦後の役割をたず

ねています。半数近くの 43.5%が「戦争放棄・

平和主義」を選択しています。「あまり役割を

はたしていない」が 8.1%，「わからない」が

24.0%で，あわせると 3 割を超えており，こ

のことは今後の課題だといえます。 
 

Q20 は，今回新しく設けたものです。憲法

を変えない意見が，変えるという意見の約 2
倍です。憲法を

変えることに

「賛成」は，Q1
の憲法第 9 条を

「変える方がい

い」より，4%あ

まり高くなって

います。 
Q20 には，「どちらともいえ

ない」という項目があり，単純

に比較することはできませんが，

このズレを補問の結果から考え

てみます。 
憲法を変えることに「賛成」 
の理由で最も多いのは，

55.8%の「環境権，プライバシ

ー権などの新たな権利を加える

ため」であり，「自衛隊が武力行

使できるようにするため」は

14.5%でした。 
憲法を変えることに「反対」

の理由からは，高校生が，現在

の憲法を大事なものと考え，戦

争をさけたいと願っていること

などがうかがわれます。 
 
 

  
 
 
 
 

Q19:あなたは，日本国憲法が果たしてきた戦後の役割に

ついてどう思いますか。(複数回答可) 
戦前の日本のように，国が戦争等を勝

手にできないようにしてきた 34.3 4,218 人 

国民の人間らしい生活を保障してきた 27.9 3,422 人 
「戦争放棄・平和主義」の考えを世界

に広めた 43.5 5,348 人 

あまり役割ははたしていない 8.1 991 人 
わからない 24.0 2,954 人 
その他 0.9 106 人 
無回答 2.2 268 人 

Q20:日本国憲法を変えることについてどう思

いますか。 
賛成 15.9 1,956 人 
反対 26.7 3,279 人 
どちらともいえない 36.5 4,485 人 
わからない 18.7 2,297 人 
無回答 2.2 269 人 

Q20 補問(「賛成」と答えた人に)その理由を次の中から選んでください。 
 ※分母 1,956 人 
現在の憲法は占領軍に押し付けられたから 25.0 489 人 
自衛隊が武力行使できるようにするため 14.5 284 人 
環境権，プライバシー権など新たな権利を加えるため 55.8 1,091人 
国民投票をなくすなど，憲法改正のための手続きを簡

単にするため 7.8 152 人 

天皇を元首にするため 3.9 76 人 
その他 14.2 277 人 
無回答 9.7 190 人 
Q20 補問(「反対」と答えた人に)その理由を次の中から選んでください。 
 ※分母 3,279 人 
現在の憲法はすばらしいものだから 13.0 426 人 
現在の憲法の内容がまだ十分に実現できていないが，

大事なものだから 50.3 1,650人 

現在の憲法を変えると，世界の国からの信頼を失うこ

とにつながるから 17.9 588 人 

憲法の精神を日本人が支持しているから 8.3 271 人 
現在の憲法を変えると，日本が戦争に巻き込まれる危

険にさらされるから 49.1 1,609人 

その他 4.1 134 人 
無回答 9.4 309 人 



 15 

１１ 高校生は，平和で安心できる社会にしたいと考えている 
 
 Q21 では「21 世紀の日本・世界をどのような社会にしたいと思いますか。10 年後くらいを想像し，思

うことを回答欄に自由に書いてください」と記述での回答を求めました。何らかの記述回答があったのは，

8,610 人でした。キーワード群によって意見を大別しました。  （資料参照） 
 
その結果は以下の通りです。 
「戦争，平和，紛争，争い，核戦争など」平和に関するもの 3,319 人 
「雇用，就職，働く，ワーキングプア，景気など」雇用に関するもの 633 人 
「少子化，高齢化，医療，介護，年金など」社会福祉に関するもの 203 人 
「地球，環境，温暖化など」環境に関するもの 707 人 
その他 
 

今回も，前回と同様，「平和」に関するもの最も多い結果となりました。高校生は、平和で安心できる

社会にしたいと考えているといえます。次に，「環境」と「雇用」に関するものが多いのが特徴です。 
 
 
 
Ⅲ 調査のまとめと今後の課題 
  

以上，1 万 2000 名余りの高校生の憲法に対する率直な回答をみてきました。高校生は日本の未来社会

を担う主権者です。その高校生が憲法に対してどういう考えをもっているか，どんな未来社会を思い描い

ているか，きわめて重要です。主権者を育てる高校教育の課題と役割も重要な意味をもっています。 
 

第 1 のポイントは，多くの高校生が憲法に信頼を寄せ，現在も将来も憲法 9 条を軸とした平和な社会を

求めているということです。 
今回の調査で，憲法 9 条を「変えない方がよい」が，前回の 4 割台から 6 割台に急増したことがそれを

象徴しています。「わからない」が前回の 4 割台から今回 2 割台に急減したことも重要です。このことは，

高校生が 9 条を身近で具体的な問題として判断するようになったことを示しています。背景には，イラク

戦争などメディアを通して戦争をより身近なものと感じるようになってきたことがあるでしょう。また，

2005 年 11 月に自民党が改憲案を発表し，2006 年に安倍内閣が歴代内閣で初めて明文改憲を掲げたこと，

そうした動きに対して全国で 7000 を超える「九条の会」がつくられ，平和憲法の大切さを訴える運動が

市民レベルでも根付いてきたことが大きく影響していると考えられます。 
自衛隊については，今回初めて，憲法に「違反しない」と考える生徒が，憲法に「違反する」と考える

生徒の割合を上回りました。しかし，「違反しない」と考える生徒も，その多くは，自衛隊に非軍事的な

役割を期待しています。また，「どちらでもない」と「わからない」をあわせると半数を超えることも見

ておく必要があります。 
自衛隊が憲法に違反するかどうかは，国民の間でも大きく意見の分かれる問題です。しかし，現実に自

衛隊が海外に派遣され，「戦場」ともいえる場所で公然と活動する事態にいたって，もはや判断をうやむ

やにできる段階ではありません。まず，大人自身がこの問題をしっかり直視し，戦争の本質や軍隊の果た

してきた役割などを高校生といっしょに考えていくことが求められています。 
 

第 2 のポイントは，高校生が，憲法にうたわれている基本的人権，法の下の平等，生存権，勤労権など

の諸権利が十分保障されていないと考えていることです。 
これらの諸権利が十分に尊重・保障されていると回答した高校生は，2 割程度にとどまっています。そ

して，多くの高校生が憲法にうたわれている諸権利の保障を求めています。 
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今回の調査では，最近大きな社会問題となっている「ワーキングプア」「高学費」「不安定雇用」などの

具体的問題についてたずねました。ワーキングプアについて「知っている」という生徒は 4 割でしたが，

そのうち「本人の自己責任である」と答えた生徒は 13.3%です。あとの 8 割の生徒は，健康で文化的な最

低限度の生活を保障したり，ふつうに働けば人間らしい生活ができるような収入を保障したりすること，

すなわち生存権や勤労権の保障を求めています。また，半数近くの高校生が「不安定雇用はなくすべき」，

「教育を無償にすべき」と答えています。 
これらの諸権利について，高校生がさらに具体的に学習をすすめられるようにしていくことが大きな課

題です。とりわけ若者の半数以上が非正規雇用におかれている中で，6 割の生徒がワーキングプアの意味・

内容を知らないと答えている点は大きな課題です。また，働く機会が保障されていないと考える生徒のう

ち 74.5%が「経済的な景気」に問題があるととらえていることも注視すべきです。本来，ワーキング（勤

労）とプア(貧困)は結びつくものではありません。1990 年代以降，労働者派遣法がつくられるなど，雇用

と働くルールが企業にとって都合のいい方向に，逆に言えば労働者に不利な方向に改悪されてきました。

「働く機会の保障」を「経済的な景気の問題」と一面的にとらえてしまうのではなく，憲法にもとづいて

労働者の雇用と生存権を守るために国に制度を整えさせ，企業に社会的責任を果たすよう求めていく視点

が重要です。今日の労働をめぐる問題と憲法を結合させ，働く権利やルールをきちんと学んで，主権者と

して権利を行使できるようにすることが課題といえます。 
 

第 3 のポイントは，7 割の高校生が今の社会には決して満足はしていないものの，どのように社会参加・

政治参加していくべきなのか模索しているということです。 
このことは，18 歳選挙権に対して「賛成」が約 2 割，「反対」が約 3 割，「どちらともいえない」が 4

割近くという数字にあらわれています。また，18 歳で国民投票に参加することに対して「賛成」が「反対」

を上回っているとはいえ，約 3 割にとどまっていることからもうかがうことができます。しかし一方で，

高校統廃合や私学助成削減，平和の問題などをめぐって多くの高校生が積極的に意見を表明し，行動に参

加している状況も広がっています。子どもの権利条約の観点からも，意見表明権を保障していくことが大

切です。 
近代憲法は立憲主義を基本とし，主権者である国民の参加を前提にしています。国民一人ひとりの参加

意識なしには憲法は意味をなさなくなります。すべての国民が民主主義社会の形成者としての力を社会に

巣立つ前に身に付けることが求められています。 
 
 以上をふまえ，民主的な社会の一員としての主権者をはぐくむ教育の課題として，次の点を提起します。 
（１）教科・教科外を問わず，あらゆる教育活動の中で，憲法に接する機会を積極的につくります。高校

生をとりまくさまざまな問題を憲法にてらして考える機会をつくります。 
（２）長年にわたる平和教育の蓄積をいかし，平和学習を積極的にすすめます。 
（３）働く権利やルールを具体的に学ぶ労働教育や，基本的人権の意義を学ぶ教育を重視し積極的にすす

めます。 
（４）高校生が学校づくりに積極的に参画する「参加と共同の学校づくり」をすすめます。自主・自治活

動を保障するとともに，さまざまな機会に高校生の意見表明を重視し，社会参加をすすめます。 
 
 この調査結果をもとに，憲法について，そして私たちがつくっていく社会について大いに議論が展開さ

れることを願っています。
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＜資料＞ 
 
Q21「あなたは 21 世紀の日本・世界をどのような社会にしたいと思いますか。10 年後くらいを想像し，

思うことを自由に書いてください。」             
 記述回答人数 8,610 人  キーワードをもとにグループ分け。代表的な意見をぬきだしたもの。 
 
戦争，平和，紛争，争い，核戦争など（３３１９） 

 
子供を洗脳して人殺しの道具にするのはやめてほ

しい。武器で脅しながらする交渉より，お互い納

得できる交渉をしてほしい。核抑止論は核兵器を

正当化するためにあるとしか思えない。どうせ政

治家が戦地に赴くわけではないのだから，戦争は

なくならないと思う。政治家も兵隊として行くべ

き。（北海道３年女） 
 
戦争は絶対起きてほしくない。大切な人を失うし，

自分の夢をこわしたくない。（北海道障女） 
 
10 年後になると自分達も，家族を持ったり，子供

がいたりする人も多いと思うので国民全員が今以

上に平等で安心して家族と暮らせる会社になって

ほしい。戦争なんてもってのほか，あってはなら

ない。（秋田 3 年男） 
 
21 世紀の日本は，同じ国民や世界の人々を思いや

り，やさしい笑顔のあふれる国であってほしい。

戦争や汚職など，汚れたものにとらわれず，環境

問題や途上国援助など，人の未来を幸せにするよ

うなことを一生懸命やれる社会にしたい。（秋田 2
年女） 
 
今年，アメリカで初の黒人大統領が当選したこと

をきっかけに，だんだん世界中から差別がなくな

ってゆき，10 年後の世界では，人種差別が昔話の

ようになっている。また，そのような差別がなく

なったため，戦争や紛争も減少してゆく。（秋田 3
年女） 
 
平和への意識を高め，戦争の無意味さを知ってほ

しい。人を殺して利益を勝ちとるなんて，原始人

の頃から変わっていない。これだけ高度な文明を

もちながら，なぜ「戦争」などという原始的な手

段を用いていることを恥ずかしいと思わないのか。

（秋田 3 年男） 
 

 
自分は自衛隊に入りたいのだが戦争のない平和な

世界になればいいと思っている。（福島 3 年男） 
 
人間は，動物とは違い，言葉を使ってコミュニケ

ーションを取りいろいろな問題を解決できる。自

分は 10 年後，戦争などムダなぎせいを出さず言葉

を交わして問題を解決できる世界になっていたら

良いと思う。（福島 3 年男） 
 
戦争はなくならないかもしれないが，世界の人々

が平和という事を大切に考えていける社会になっ

てほしい。また，全ての国の核の放棄を願うし，

ムダな戦いがないようにしてほしい。（福島 4年女） 
 
10 年後くらいには戦争経験者は今よりも減ってし

まうと思うし，戦争のおそろしさを伝える人がい

なくなったら，憲法 9 条を改正してひまいそうで

こわい。二度と戦争のない，平和な世界になるこ

とを願います。（埼玉 1 年女） 
 
今の日本は戦争もないし平和だと思う。そんな日

本に住む私達だからこそ，世界のさまざまな国の

戦争で傷ついた町や人々を助けていくことが，世

界を平和にするために必要だと思う。（埼玉 2年女） 
 
今の日本は，アメリカによって守られているが，

都合よくアメリカに利用されないように，自らも

戦力を保有するべき。それでいて，世界は平和を

持続い，気持ちで戦争を防ごう！！（埼玉 1 年男） 
 
まず，戦争は地球全体が放棄するべき。自分たち

の意見を通すために他人を殺してまでやる必要は

ない。その地点で人として終わってる。そんな人

たちが強いと受け入れる社会であってはいけない。

みんなが生きていればそれでいい。（埼玉 3 年女） 
 
一生，日本は戦争を反対して，いつかは世界中の

人々が争うことがなくなる平和な世界になってほ

しい。また，日本・アメリカのようにとても豊か

な国がお金がない貧しい国のために，何かするべ
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きだと思います。（山梨１年女） 
 
昔の戦争のことを学校で学び，「戦争はぜったいに

したくない」と強く思ったので，条約を変えるこ

とは反対です。私は日本が戦争に負けて本当によ

かったと思います。勝っていたら，まだ戦争がつ

づいていたかもしれないので，今の平和な日本が

うれしいです。（山梨 2 年女） 
 
いくら戦争が起らなくても，簡単に殺人，自殺が

起こる物騒な世に中を改善，真の平和の見直しを

し，当たり前にできる社会にしたい。（山梨 2 年女） 
戦争をしないと決めた第 9 条を改正するというこ

とは，結局何も守れていないと思う。やっぱり戦

争がなきゃ人間は生きられないのだろうか，と世

界自体に失望することになる。（横浜定時女） 
 
私たちは戦争を知らないから，本当の戦争のひさ

んさをしらなくて，憲法を変えたら戦争がまた起

きてしまうかもしれない。それは，戦争で苦しん

だ人たちの命を無駄にしていると思う。（静岡 1 年

女） 
 
戦争がなくなればいい。差別もなくなればいい。

たくさんの人とかかわって楽しく生きれたらいい。

戦争はいやだ。日本は負の歴史を教えなさすぎる。

もっと教育をちゃんとするべき。（愛知 2 年女） 
 
戦争が起きない，国が争うことのないような社会。

人を無差別に殺したりとかも，今みたいにはでき

ない社会。世界中が協力し合ってほしいです。（愛

知 1 年女） 
 
世界中で戦争に使うお金の 10分の 1を子供の教育

に当てると，世界中で学校に行けていない子供が

全て学校に行くことができる。戦いではなくもっ

と近い未来を考えて欲しいです。（愛知 2 年女） 
 
国際問題を武力で解決するのではなく，議論で解

決，核の廃絶，戦争や紛争とは無縁の世界が理想，

日本は護憲し，世界のリーダーになってほしい。

（愛知 3 年男） 
 
戦争を失くすことは，いくら頑張っても無理だと

思う。でも，戦争での辛い経験を世界中の人たち

に知ってもらう活動を個人などではなく，国を挙

げてやっていくべきだと思う。それが今の私たち

に出来る唯一の事だと思う。（愛知 3 年女） 
 
日本はアメリカに守られているだけの弱っちい国

ではなくて，自分で平和を主張できる世界で一番

平和な国になってほしい?絶対戦争なんかしたくな

い。（滋賀 1 年女） 
 
「戦争からは，何も生まれない。」その言葉をテレ

ビで聞いた事があり，僕もそう思った。だから，

憲法の中でも，第 9 条だけは，変えてはいけない

と思う。いつまでも平和な日本と世界を築くため

にも。（大阪？年男） 
 
憲法を変える必要はない！これから戦争を経験し

た人たちが 1 人もいなくなってしまうので，ずっ

と戦争の恐しさや悲惨さを伝えていかないといけ

ない。そのためにも憲法は変えず，戦争は絶対し

ない！自衛隊は防衛のみというのを徹底すべき^
Ⅲ^！（岡山 3 年女） 
 
日本は世界で唯一の被爆国なのであの惨劇を繰り

返さないために，「非核三原則」または「憲法第 9
条」を世界に奨励し恒々平和の時代が訪れるよう

な社会になってほしい。（山口 3 年男） 
 
現在から 10 年後，20 年後，いつになっても決して

戦争はしないでほしい。戦争で解決するものは何

もない。人殺しもない，皆が支えあっているよう

な環境のなかで，学生がもっと経済，社会につい

て目を向け，積極的に参加するような意欲のある

社会であってほしい。（佐賀 3 年女） 
 
日本国憲法第 9 条や非核三原則の精神が世界に認

められ，世界的な反戦，反核ムードが高まり，戦

争や内戦，核兵器が無くなり，真の世界平和を実

現してほしいです。（長崎 3 年男） 
 
日本は，「戦争放棄・平和主義」について成功して

いると思うから，自衛隊などの問題を解決して，

世界のお手本になる国になればいいと思う。（長

崎？年女） 
 
なるべく格差がなく，日本やその他の先進国だけ

が裕福なのではなく，世界全体の人々が最低限度

の生活ができるようにしたい。また，世界中の戦
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争，紛争，核兵器の保持が一つもなくなるように

したい。世界中のきれいな風景なども残したい。

（青森 1 年女） 
 
雇用，就職，働く，ワーキングプア，景気など（６

３３） 

 
今，日本はとても不景気で，私たちなど就職をす

るのに大変すぎる。将来，不安が多すぎる！（青

森 1 年女） 
 
安定した経済状況でしっかりした雇用制度が整っ

ていて，子供や高齢者はもちろん国民が安全に暮

らせていける社会。（秋田 3 年女） 
 
まず子供が豊かに育つ国，女性が楽しく愛を持っ

て暮らせる国は良い国だと思う。雇用などの面で，

働きやすく，制度や給料が安定している企業にな

るよう，企業も改革を起こすべき。また，税金が

高くても，医療費や学費に多く補償が出るように

してほしい。（秋田 4 年女） 
 
いなかでも就職率 100％近くにしてほしい。（秋田

2 年女） 
 
皆に働く場所があり，出来る（賢く考えれる）人

間がその企業のトップに立ち責任のある社会にし，

子供達に十分な教育を受けさせ，立派な社会人に

育ててほしい。（秋田 2 年男） 
 
今，日本はとても就職することがむずかしくなっ

ていて，十分な生活ができない人たちもたくさん

いる。これから，わたしたちも就職する。その時

のことがとても不安だから，もっと皆ちゃんと働

ける社会になってほしいと思う。（埼玉 3 年女） 
 
働く気があっても，職場がないのでどうしようも

ないことだと思う。それを若物のせいにしてはい

けないと思う。（埼玉 1 年女） 
 
雇用もついて，派遣を廃止したらよいし，国が労

働条件を改善しなければ，経済は伸びないと思う。

（長野 1 年男） 
 
格差社会を少しでもなくしていきたい。そのため

にも，雇用基準を考え直してみたり，ワーキング

プアの人たちをどのように職に就かせるよう努力

するかを考えていってほしい。（愛知 1 年男） 
 
経済的な理由で高校や大学へ進学できない人を援

助したり雇用制度を充実させる。（愛知 3 年男） 
 
今の日本は，経済が不安定で正直，将来ちゃんと

就職できても，いつやめさせられるかなどの不安

がすごく大きいです。10 年後，私が大人になって

いる時，日本の経済は今よりももっと不安定な状

態が続いてるという想像ができて，心配です。（愛

知 1 年女） 
 
若者に仕事を与え，不安定な雇用をなくさないと

少子高齢社会も解決しない。お金に余裕がないと，

お金がないと子どももつくらない。結婚もしない

し，できないと思う。（京都 3 年男） 
 
みんながちゃんと就職できたり安定した国にして

欲しいし，今世界でおこなわれている戦戦を早く

おわらし，貧富の差なく平和に暮らしたい。（京都

2 年女） 
 
もっとこの不景気を良くしていって，ワーキング

プアなどが減っていけばいいと思う。けど，少子

化が進んでいるから僕たちが社会に出たとき，年

金で，上の世代を支えていくことができるだろう

か・・・。（大阪？年男） 
 
経済的面での安定を目指し，ワーキングプアなど

の貧困層などの類をなくして，全ての人がみな第

25 条のような生活ができるようになってほしい。

（兵庫 1 年男） 
 
学歴重視の雇用を軽くするべきだと思う。いくら

勉強が出来るからと言っても仕事が出来ない人が

増えているから。（資格などは例外）（岡山 1 年男） 
 
景気がよくなり，若い人たちだけでなく，中年の

方や働く人も夢を持って生活できる日本になれば

と思います。世界中の人が助け合って生きていけ

ることが 1 番の理想だと思います。（高知 3 年女） 
 
一生懸命働けば，確実に安定した生活を得られる

社会にし，子どもたちの勉強や働くことへの意欲

を昇上することへつながるようにする。（佐賀 2 年
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女） 
 
人が毎日安心して働いたり，育児ができたりする

社会にしたい。そのために，きちんとした雇用や

収入の安定や，平穏な環境が不可欠なので，そこ

をどうしか今の社会でつくりあげていってほしい。

一生懸命働いていれば，こまらない社会にしてほ

しい。（佐賀 1 年女） 
 
少子化，高齢化，医療，介護，年金など（２０３） 

 
納めた税金が無駄なく国民のために使われて，年

金制度や医療制度などがしっかりしていて，安心

して暮らせる社会。思いやり予算とかが無くなっ

て，アメリカと対等な地位で暮らせるようになっ

てほしい。（秋田 2 年男） 
 
もう少し社会保障制度を整えてほしい。年金問題

など，きちんと解決すべき問題がたくさんある。

日本の三流政治のせいで，消費税が上がったり，

老後の不安が増える一方だ。（福島 2 年女） 
 
年金の未払いやニートの多さなどいま抱えている

問題を国民全体で真剣に考え問題のない社会にし

たい。（群馬 3 年男） 
 
環境問題や年金問題や消費税引き上げなどもう少

し国民の目線になって考えてもらいたい。（埼玉？

年女） 
 
これからの高齢化にむけて福祉のたいぐうなどを

よくして福祉さんの人数を増やすべきだと思う。

（埼玉 2 年男） 
 
10 年後ではまだ，現在問題になっている医療や年

金などの問題が改善されてないと思う。日本・世

界的には戦争は絶対に廃止し，発展国・途中国の

誰でも充実した医療を受けることが可能な体制に

なっていると良いと思います。（埼玉 3 年男） 
 
医療機関を整えてほしい。たらいまわしは嫌だ。

環境問題は世界の問題だと思う。（埼玉 3 年女） 
 
医療制度や，年金問題を解決して欲しい，親にも

安心した老後を送ってほしい。（新潟 2 年女） 
 

まず現状。雇用に対してあまり納得いかない。年

金の件についてもしっかり管理すべき，首相もっ

としっかりした人になってもらいたい。今の日本

じゃ未来は見えないなーって思う。（神奈川 2年女） 
 
あまりにも政治的不安が多すぎると思う。その他

も１年すれば辞めてしまう総理大臣（ここ３年）

年金問題，自分たちが大人になればなるほど不安

が多くなっていく気がします。（静岡 2 年女） 
 
年金制度そのものもなくなり不景気に拍車がかか

り，職業が 1 つではなく 2 つ，3 つとなりそうで過

労死が増えそうです。（愛知 1 年男） 
 
ゲームやパソコンでしか，人とコミュニケーショ

ンがとれていない所をなくす。少子化をどうにか

しなければいけない。（愛知 2 年女） 
 
お年寄りが増えるので介護などの福祉が充実した

社会，また教育を充実して医療を活発にする活動

を求めます。税金の使い方が政府は下手です。（地

方も）。へんな広告つくってもムダです。みんな捨

ててますよ（滋賀 1 年女） 
 
差別のない，安心な社会の中暮らしていきたい。

未来の見えない不安な暗い日々を暮らすのは，絶

対嫌！！老後，年金問題をしっかりしていってほ

しいと思った。（京都 2 年女） 
 
米にヘコヘコしてばかりの日本のままでは嫌。米

軍基地があるのも支援金を出すのもいいけど，限

度がある。年金・仕事…生きていくうえでお金は

必須なんでしっかり保障してほしい。汚職事件と

かのない社会にもしてほしい。（大阪 1 年女） 
 
今の日本は官僚の汚職事件や年金の問題など日本

の国を支える中核部分がしっかりしていない。だ

から子供も今の日本で夢を持つことができないと

思う。そういった問題を一掃することが大事だと

思う。（兵庫 3 年男） 
 
国会議員をリストラさせれば良いと思います。国

会で寝ている人が給料が自分達の税金から使われ

ている事が腹立たしいです。後は税金を上げてそ

の代わりに医療，教育費を無料にして欲しいです。

ちなみに他の国ではあります。（島根 1 年男） 
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年金が貰えなくなるかもだから，コツコツお金を

ためて行って，ドーンと大きな家を建てたいです。

（山口 3 年男） 
 
大学までの授業料がかからないとか産婦人科，小

児医療などもっと子どもにお金をかけるべき（佐

賀 3 年男） 
 
景気が回復し，少子化対策のために，子どもを何

歳まで育てたらお金をあげるなどの対策をとり，

少子化をとめてほしい。農業が盛んになり自給自

足！（青森 1 年女） 
 
地球・環境・温暖化など（７０７） 

 
21 世紀の日本は，同じ国民や世界の人々を思いや

り，やさしい笑顔のあふれる国であってほしい。

戦争や汚職など，汚れたものにとらわれず，環境

問題や途上国援助など，人の未来を幸せにするよ

うなことを一生懸命やれる社会にしたい。（秋田 2
年女） 
 
日本人の物の使い方や，むだ使い，ぜいたくをな

くし，貧しい国にもっと援助して，誰もが困らな

いような社会をつくりたい。地球環境についても，

みんな関心をもったほうがよいと思う。（福島 2 年

女） 
 
今，一番心配なのは，地球温暖化が進行している

ことで，とても気にかかります。日本はもっと真

剣にこの問題を受け止めて，対策を考えて国全体

で実行した方が良いと思います。自分達や子孫，

地球のためにも，自分も何かの形で協力できたら，

と思います。（新潟 2 年女） 
 
地球温暖化を防ぎ，石油に代わるものが出現して

いる社会（岐阜 2 年男） 
 
環境問題について，国民全員が理解し，改善のた

めに努力する。自分たちだけじゃなくて自分の子

供たちのことも考えていける社会がいい。（愛知 1
年男） 
 
まず，環境が心配です。地球がもたなきゃ何もで

きないので。（愛知 1 年女） 

 
環境問題など，取り組んではいるけれど，今より

悪化していると思う。他方面で様々な技術が向上

することも考えられるが，人の゛もの″に対する

意識が薄れてしまうのではないかと思う。何でも

便利になってしまうと自分でできなくなるため多

少の不便はあった方がよい。（愛知 2 年女） 
 
環境問題が心配なので，自分のできる限り，これ

以上悪化しないようにしたい。あと，今の大人は

見習わず，今自分が思う良い大人になりたい。大

人は子供以上にマナー悪いし，子供に何か言える

立場ではない。（京都 2 年女） 
 
今後，開発などを一切せず，日本という国が世界

遺産にされるぐらい環境についてとりくめばいい

と思う。（兵庫 4 年男） 
 
地球温暖化について世界が 1 つになって考え，改

善していってほしいし，戦争もなくなってほしい

し，飢えに苦しむ人達には食料をしきゅうして，

色々と願うことはたくさんあるけれど，実際そう

なるには難しいのかもしれない。（島根 1 年女） 
 
生きている事が楽しく，希望があるものだと思え

る社会。昭和 30年代のような横のつながりがあり，

思いやりのある社会。宇宙船地球号という自覚，

お金が全てみたいな考え方のない社会。お金中心

の社会から解放。真の平和（島根 2 年男） 
 
環境問題についてもっと真剣に考えて，地球温暖

化をなんとかくい止めるようにする。環境権の明

文化。差別をなくす。人間の 1 人 1 人の個性を尊

重する。（岡山 1 年男） 
 
とりあえず環境問題によく力を入れてほしい。地

球は人間だけのものではないので，生き物みんな

が暮らしやすい世界にしたらいいと思う。そした

ら思いやりのある社会になるのではないかと思う。

（山口 3 年男） 
 
今のままじゃ，環境が悪くなっていく一方だと思

う。戦争を世界からなくすのは，もちろん大事だ

し，あたり前だけど，それ以上に一人一人が地球

の事を考えて行動しないと，いずれ地球が壊れて

しまうと思う。（香川１年女） 


